
 

 

2026年５月 

 

学園のコンプライアンスに係る取り組み・相談窓口のご案内について 

 

大東文化学園 コンプライアンス推進会議 

 

本学園では、理事長を委員長とするコンプライアンス推進会議において、学園全体でコンプライアン

ス推進活動を実施しております。下記のとおり、2025 年度の主たる対応状況や、ご相談の窓口等をご

紹介いたします。教職員および学生・生徒・保護者の皆様に向けた周知・注意喚起活動を今後も継続し

て行い、さらなるコンプライアンス推進に向けて取り組んで参ります。 

 

2025 年度の主たる取り組み状況  

① ハラスメント防止に関すること 

・外部相談窓口の強化 

② 個人情報保護に関すること 

・防犯カメラの設置に関する審議、ソーシャルコンピューティングガイドラインの見直し等 

③ 公益通報に関すること 

・公益通報者保護法改正（2025年 6月/2026年 12月 1日施行）対応 

④ 公的研究費等・研究活動における不正対応に関することについて 

・啓発活動の実施、研究倫理教育の実施、委員会の組織体制および所管事項の見直し 

 

コンプライアンス関連窓口  

以上 


